
四日市市独立開業資金融資制度要綱  

平成６年３月３０日告示第６２号  

 

（目的）  

第１条  この要綱は、市内において創業時に必要な資金を融通することによ

り、金融の円滑化を図り、もって中小企業の活力増進に寄与することを目

的とする。  

 

（信用保証）  

第２条  この要綱に基づく融資は、三重県信用保証協会（以下「協会」とい

う。）の保証を付するものとする。  

 

（四日市志創業応援隊による支援との連携）  

第３条  この要綱に基づく融資は、四日市市、四日市市商工会議所、楠町商

工会、三重県信用保証協会及び日本政策金融公庫で構成する四日市志創業

応援隊が、その機能を活用して行う創業支援事業と連携して行うものとす

る。  

 

（融資資金の預託及び融資目標）  

第４条  市は、第 1 条の目的を達成するため、本制度の運用資金として、毎

年、予算の範囲内で定める額を市の指定する金融機関（以下「指定金融機

関」という。）に、年度当初、決済用預金として預託する。  

２  指定金融機関は年度当初に預託を受けた資金の９倍以上を目標額として

協会の保証を付して融資するものとする。  

 

（融資の対象）  

第 5 条  融資の対象となる者は、本市内に主たる事業所又は事務所を設置し、

又は有する者で、次の各号に該当するものとする。  

（ 1）常時使用する従業員の数が５０人（商業又はサービス業を主たる事

業とする事業者については３０人）以下のもの。  

（2）次のいずれかに該当するもの。  

 ア  産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号）（以下「法」と

いう。）第２条第３１項第１号、第３号及び第５号に掲げる次の創業

者であって、事業開始に係る具体的計画を有するもの。  

   （ア）  事業を営んでいない個人であって、１月以内（法第２条第３

１項第１号に規定する認定特定創業支援事業（以下「認定特定創業



支援等事業」という。）により経済産業省令で定めるところにより

支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、６月以内）に新た

に事業を開始する具体的計画を有するもの。  

   （イ）  事業を営んでいない個人であって、２月以内（認定特定創業

支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて

創業を行おうとする者にあっては、６月以内）に新たに会社を設立

し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。  

   （ウ）  中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部

を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、か

つ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有

するもの。  

  イ  法第２条第３１項第２号、第４号及び第６号に掲げる以下の創業者

である中小企業者であって事業を開始した日又は、会社を設立した日

以後５年を経過していないもの。  

   （ア）  事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後５年を経過

していないもの。  

   （イ）  事業を営んでいない個人により設立された会社であって、そ

の設立の日以後５年を経過していないもの。  

   （ウ）  中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部

を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立

の日以後５年を経過していないもの。  

ウ  上記イ（ア）に規定する創業者であって新たに会社（中小企業者に

限る。）を設立したもの（以下「会社設立創業者」という。）が、事

業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であ

って、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して５年を経

過していないとして、同条第３１項第４号に掲げる創業者とみなされ

るもの。  

 

（3）次の条件を備えているもの。  

ア  経営が適切と認められるもの。  

イ  協会の保証対象業種に該当するもので貸付金の返済が確実であるも

の。  

ウ  過去２年以内に不渡、取引停止処分等の事故がなく、開業にあたっ

て直接、間接にその影響を受けるおそれのないもの。  

エ  協会の求償権の主債務者及び連帯保証人でないもの。  

オ  別表第１のとおり、客観的にみて当該事業に着手していると認めら



れるもの。  

カ  市税を完納しているもの。  

 

 （資金使途）  

第６条  資金の使途は、事業の運営に必要な設備資金及び運転資金とする。

ただし、新会社設立のための資本金（株式取得資金）は含まないものとす

る。  

 

（融資の条件）  

第７条  融資の条件は、次のとおりとする。  

（１）融資限度額  １企業  ３，５００万円  

（２）貸付利率   年率１．３%（固定）  

（３）貸付期間及び返済方法  

         １０年以内（据置期間１年以内を含む）の月賦返済  

（４）保証料率   ０．６％（法第２条第３１項第１号に規定する認定特定

創業支援等事業を受けたことによる証明書を取得した

ものにあっては０．３％）法人代表者であって事業者選

択型経営者保証非提供制度を利用する場合、中小企業庁

が 定 め る 事 業 者 選 択 型 経 営 者 保 証 非 提 供 制 度 要 綱

（20240115 中庁第 15 号）に基づくものとする。  

（５）担保     徴求しない。  

（６）連帯保証人   原則として法人代表者を除いては保証人を徴求しない。

法人代表者であって事業者選択型経営者保証非提供制

度を利用する場合、事業者選択型経営者保証非提供制度

要綱に基づくものとする。  

 

 （融資手続）  

第８条  融資を受けようとするものは、四日市志創業応援隊において創業計

画の作成、その他創業に係る各種支援を受けた上で、所定の申込書に別表

第２の必要書類を添付して指定金融機関に申し込むものとする。  

２  指定金融機関は、前項の申込書を受理したときは、速やかに実態調査を

行い、融資が適当と認められるものについては、協会に保証依頼の手続き

を行うものとする。  

３  協会は、前項の依頼があったときは、内容審査のうえ諾否を決定し、指

定金融機関に通知するとともに、その旨を市長に報告するものとする。  

４  指定金融機関は、協会より保証決定の通知を受けたときは、所定の手続



を経た後速やかに貸付を実行するものとする。ただし、特別の事由のある

ものについては協会と協議のうえ融資の拒否又は融資条件を変更すること

ができるものとする。  

 

 （報告書の提出）  

第９条  指定金融機関は、前条の貸付けを行ったときは「四日市市独立開業資

金貸付報告書」を、また償還のあったときは、「四日市市独立開業資金償還

報告書」を直ちに市長に送付するものとする。  

2 融資を受けたもの（以下、「借受人」）という。）は、創業計画に基づく事

業の達成状況について、次に定める期日に、指定金融機関を通じて市長及

び協会に対して報告するものとする。  

（1）融資実行後１ヶ月以内   経過報告書（第１号様式）  

（2）融資実行後６ヶ月経過時及び 1 年経過時  経過報告書（第２号様式）  

３  この要綱に関し、市長が報告又は調査が必要であると認めたときは、借

受人はこれに応じなければならない。  

 

（融資決定の取消等）  

第１０条  市長は、借受人が貸付条件に違反したときは、借受人に対して、

指定金融機関を通じて既に貸付けを行った融資の全部又は一部の返還を命

ずることができる。  

（２）市長は、指定金融機関が貸付条件に違反したときは、指定金融機関に

対する資金の全部又は一部の預託を取り止めることができる。  

 

 （補則）  

第１１条  この要綱の施行につき必要な事項は別に定めるものとする。  

 

   附  則  

 この要綱は、平成６年４月１日から施行する。  

   附  則（平成７年８月９日告示第２１０号）  

 この要綱は、告示の日から施行し、平成７年８月１日から適用する。  

   附  則（平成７年１１月１４日告示第３２２号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市独立開業資金融資制度要綱の規定は、平成７年１１月

１日以後に三重県信用保証協会に斡旋する資金について適用し、同日前に

斡旋した資金については、なお従前の例による。  

   附  則（平成９年３月２７日告示第５８号）  



 この要綱は、平成９年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１３年３月２１日告示第７６号）  

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１４年３月２９日告示第１２３号）  

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１５年３月２８日告示第１１６号）  

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１５年４月１日告示第１５０号）  

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月３１日告示第２３３号）  

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１８年３月３１日告示第１２５号）  

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１９年３月３０日告示第１２７号）  

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２６年３月３１日告示第１３０号）  

１  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

２  改正後の四日市市独立開業資金融資制度要綱の規定は、施行の日以降に

行った協会による保証が付された融資に対して適用し、同日前に行った協

会による保証が付された融資については、なお従前の例による。  

   附  則（平成２７年３月３１日告示第１５４号）  

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

附  則（平成２８年３月３１日告示第１６７号）  

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

附  則（平成３０年３月１６日告示第１０５号）  

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

附  則（平成３１年３月１１日告示第９２号）  

 この要綱は、告示の日から施行する。  

附  則（令和４年３月３１日告示第１９０号）  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

  附  則（令和６年３月１５日告示第１１９号）  

この要綱は、告示の日から施行する。  

 附  則（令和６年９月９日告示第５８６号）  

この要綱は、告示の日から施行し、令和６年９月２日から適用する。  

 

 



別表１  

①  融資申込時において、すでに当該事業に係る工場、店舗等の建物を完備

又は建築について具体的に進行中であること。  

②  商品又は材料の仕入れを終えているか又は仕入れ中であること。  

③  会社等法人組織を前提とする企業にあっては、設立登記がなされている

こと。  

④  許認可事業については、すでに許認可を受けている又は受けることが確

実な見通しの挙証があるもので、許認可事業開始の具体的事実が客観的に

明らかであること。  

 

 

別表２  

①  当該事業に着手していると認められる旨の確認書類  

例）  ・建築契約請負書の写し  

   ・建築確認書の写し  

   ・店舗等の写真  

   ・購入設備の注文契約書又は領収書の写し  

   ・借店舗の場合の賃貸契約書の写及び家主の承諾書  

   ・納品書、受領書、請求書、注文書等の写し  

・  営業案内、カタログ等  

②  協会所定の創業計画書  

③  支援創業関連保証付融資を希望する場合は、市長が発行する認定特定創

業支援事業により支援を受けたことについての証明書（写し）  

④  許認可事業を営む場合はその許認可書の写又は受付印のある申請書の

写し  

⑤  印鑑証明書、完納証明書  

⑥  法人の場合は、商業登記簿謄本  

 


